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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 Q 42006：0000 
 (ISO/IEC 42006：2025) 

情報技術－人工知能（AI）－AI マネジメントシステ

ムの審査及び認証を提供する機関に対する要求事項 
Information technology-Artificial intelligence-Requirements for bodies 

providing audit and certification of artificial intelligence management systems 
 

序文 

この規格は，2025 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 42006 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある事項は，対応国際規格にはない事項である。 

人工知能（AI）システムを提供，開発若しくは利用する組織，又は供給者として市場に投入する組織の

ためのマネジメントシステムは，JIS Q 42001 に従って構築される。これには，リスクマネジメント，デー

タ保護，データ品質，情報及びサイバーセキュリティ，倫理，並びにアルゴリズムの妥当性確認及び検証

のマネジメントに関する様々な特別な側面が含まれるが，これらに限定されるものではない。また，従来

のソフトウェアシステムのライフサイクルプロセスには，考慮し得る ISO/IEC 5338[1]で定義されている

AI 固有のライフサイクル特性を含める必要がある。 

JIS Q 42001 における適合性評価の対象及び JIS Q 42001 に従ったマネジメントシステムにおいて必要な

組合せ及び複雑なインタフェース機能は，認証機関がそのようなマネジメントシステムを認証する場合に，

認証機関及びそのプロセスに対する特定の要求事項となる。認証機関は，AI マネジメントシステム（AIMS）
をもつ組織の審査及び認証における役割を果たすために，この規格を使用することが可能である。  

JIS Q 42001 に従ったマネジメントシステムの認証は，JIS Q 17067[3]，及び JIS Q 17030[4]（AI 製品，

プロセス又はサービスに適合マークを付けることを意図している場合に適用される。）を合わせて用いる

ことで，JIS Q 17065[2]に従った製品，プロセス及びサービスの適合性評価スキームに組み込むことが可能

である。JIS Q 42001 に基づく AIMS の認証文書は，二重試験を避けるために，JIS Q 17065:2012 の 7.4.5
に従って，JIS Q 17065 スキーム内で利用可能である。 

認定機関及び同等性評価者（peer assessor）は，認証プロセスとともに，認証機関の要員の最低限の力量

要求事項を評価するために，この規格を使用することが可能である。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS Q 17021-1 に対する追加の要求事項について規定している。この規格に含まれる要求事

項は，それらが実施された場合，AI システムを提供，開発又は利用する組織に対する JIS Q 42001 に従っ

て，人工知能マネジメントシステム（AIMS）の審査及び認証を行う機関がその能力，一貫性及び信頼性を

実証することを支援する。 



2 
Q 42006：0000 ISO/IEC 42006：2025 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

AIMS の認証は，第三者適合性評価活動である（JIS Q 17000:2020 の 4.5 参照）。したがって，この活動

を行っている機関は，第三者の適合性評価機関である。 

また，この規格は，どのように認証が行われるのかについて，顧客に必要な情報及び信頼を提供する。 

注記 1 この規格は，認定又は同等性評価に対する基準文書として使用することが可能である。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO/IEC 42006:2025，Information technology－Artificial intelligence－Requirements for bodies providing 

audit and certification of artificial intelligence management systems（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用し

ない。 

JIS Q 17000:2022 適合性評価－用語及び一般原則 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 17000:2020，Conformity assessment－Vocabulary and 

general principles 

JIS Q 17021-1:2015 適合性評価－マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事

項－第 1 部：要求事項 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 17021-1:2015，Conformity assessment－Requirements 

for bodies providing audit and certification of management systems－Part 1: Requirements 

JIS Q 42001:2025 情報技術－人工知能－マネジメントシステム 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 42001:2023，Information technology－Artificial 

intelligence－Management system 

JIS X 22989:2023 情報技術－人工知能－人工知能の概念及び用語 
注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 22989:2022，Information technology－Artificial 

intelligence－Artificial intelligence concepts and terminology 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS Q 17000，JIS Q 17021-1，JIS Q 42001 及び

JIS X 22989 による。 

なお，ISO 及び IEC は，標準化に利用する用語データベースを次のアドレスで維持している。 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

3.1 
人工知能マネジメントシステム，AI マネジメントシステム，AIMS（artificial intelligence management 
system，AIMS） 

AI システムの提供，開発又は利用において，方針及び目的，並びにその目的を達成するためのプロセ

スを確立するための，相互に関連する又は相互に作用する組織の一連の要素 
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4 原則 

原則は，JIS Q 17021-1:2015 の箇条 4 を適用する。 

5 一般要求事項 

5.1 法的及び契約上の事項 

法的及び契約上の事項は，JIS Q 17021-1:2015 の 5.1 を適用する。 

5.2 公平性のマネジメント 

5.2.1 一般 

公平性のマネジメントは，5.2.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 5.2 を適用する。 

5.2.2 利害抵触 

5.2.2.1 一般 

JIS Q 17021-1:2015 の 5.2.5 に規定する要求事項に加えて，認証機関は，JIS Q 42001 認証の依頼者に対

して，AI，情報セキュリティ，データ保護（例えば，外部のデータ保護責任者又はデータ保護のチェック

という形で）又はリスクマネジメントに関連する，マネジメントシステムのコンサルティングを提供して

はならない。 

5.2.2.2 利害抵触しない活動の例 

認証機関は，コンサルティングとみなされる場合，又は利害抵触の可能性があるとみなされる場合を除

いて，特に，次の活動を遂行してもよい。 

a) AIMS，マネジメントシステム又は審査に関連する，公に入手可能な研修コースの手配及び講師として

の参加（組織の社内研修又は依頼者固有の研修を除く。）の場合，認証機関が公に入手可能な一般的な

情報だけを提供する。 

b) その唯一の目的が審査範囲及びその範囲において認証審査を受ける準備が整っているかを決定するこ

とである場合にだけ，認証の対象を特定するための審査前の活動 

5.2.2.3 利害抵触する活動の例 

5.2.2.2 の業務に取り組む場合の利害抵触の可能性を抑制するため，認証機関は，少なくとも次の事項を

実施してはならない。 

a) コンサルティングサービスとしての企業固有の助言の提供 

b) それ自体が審査の形式をとる活動，5.2.2.1 に違反する勧告若しくは助言につながる活動，又は認証審

査の最終的な時間の短縮の根拠となる活動の実施 

c) AIMS，AI システム又は AI 固有のプロセス，サービス及び製品に関する，特定の解決策又は助言の提

示 

認証機関は，認証を受ける依頼者に対して内部監査を行ってはならない。内部監査の実施に関する制限

は，活動の名称を検査，評価又は類似のものに変更することによって回避してはならない。 

注記 認証機関は，コンサルティングとみなされる場合，又は利害抵触の可能性があるとみなされる場
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合を除いて，認証審査及びサーベイランスにおいて価値の付加（例えば，特定の解決策の提示を

含まない，審査中に明らかになった改善の機会の明示）を行うことが可能である。 

5.3 債務及び財務 

5.3.1 一般 

債務及び財務は，5.3.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 5.3 を適用する。 

5.3.2 債務 

JIS Q 17021-1:2015 の 5.3.1 の要求事項に加えて，認証機関は，保険契約又は代替の仕組みを実証できな

ければならない。いずれの選択肢も，審査又は認証の対象となる依頼者の売上高（すなわち，年間総収入）

に比例して，人身傷害，物的損害及び金銭的損失に対する適切な補償額（すなわち，保険金額，責任制限）

を提供しなければならない。 

注記 適切な保険金額を決定する場合，認証機関に対する損害の可能性が関係している。認証機関の依

頼者の特性及び認証される AIMS の対象であるその依頼者の AI システムは，認証機関の損害可

能性に影響を及ぼす。これは製造物責任ではない。ここで問題になる責任は，専ら，認証中に JIS 
Q 42001 を順守していないことに起因する組織的な義務違反から生じる損害を補償することを意

図している。 

6 組織運営機構に関する要求事項 

組織運営機構に関する要求事項は，JIS Q 17021-1:2015 の箇条 6 を適用する。 

7 資源に関する要求事項 

7.1 要員の力量 

7.1.1 一般 

要員の力量は，JIS Q 17021-1:2015 の 7.1 を適用する。さらに，7.1.2 及び 7.1.3 に規定する，AIMS 認証

プロセスに携わる審査チーム及び要員に関する技術的な力量要求事項を適用しなければならない。 

7.1.2 一般的な技術的力量要求事項 

認証機関は，JIS Q 17021-1:2015 の表 A.1 に規定する認証の機能別に力量要求事項を定めなければなら

ない。依頼者の事業に関する基本的な知識及び代表的な事業プロセスの知識は，JIS Q 17021-1:2015 の表

A.1 に定義されている。 

表 1は，認証機関が認証機能について定義しなければならない追加の知識及び技能を規定している。“X”

は，認証機関が知識及び技能の基準及び深さを定義しなければならないことを示す。表 1 に規定する知識

及び技能の要求事項は，7.1.3において詳しく規定しており，表 1の括弧内にその相互参照先を示している。 

表 1 に規定する技術的な知識の要求事項に加えて，認証機関は，依頼組織及びその AIMS の適用範囲に

関する専門分野に必要な審査チームの知識及び技能を含む基準を定義しなければならない。 

この規格，特定の規格又は JIS Q 42001 を含む認証スキームにおいて，力量要求事項を含む追加の特定
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の基準が確立されている場合，これらを適用しなければならない。 

注記 1 AIMS の場合，“専門分野”という用語には，AIMS 認証範囲内の製品，プロセス及びサービス

が含まれる。専門分野は，認証範囲内の AI の技術領域［例えば，コンピュータビジョン及び画

像認識，自然言語処理（NLP），データマイニング］，認証範囲内の AI システムの適用（例えば，

不正検知，自動運転車両，ヘルスケア，小売），又は両者の組合せの観点から定義される。 

注記 2 AIMS の認証は，一人の自然人には存在しない可能性がある複数の多様な能力に基づく。認証

機関は，一般的に，該当する場合及び認証プロセスの全機能を通じて，適格なグループとして

要求される全ての力量基準を満たす適格な複数の人を指名し，配置している。認証機関は，知

識及び技能について個別の特性を決定するが，技能は知識に基づく。 

 

表 1－JIS Q 17021-1:2015 の附属書 A に追加する知識及び技能に関する表 

知識及び技能 

認証の機能 

審査チームに要求され

る力量を判定し，審査

チームメンバーを選定

し，審査工数を決定す

るための申請のレビュ

ーの実施 

審査報告書のレビ

ュー及び認証の決

定 

審査及び審査チー

ムの指揮 

AIMS に関する一般要求事項   X（7.1.3.1.2） X（7.1.3.1.1） 

AIMS の規格・規準文書・認証スキーム X（7.1.3.2.3） X（7.1.3.2.2） X（7.1.3.2.1） 

AI 及び AIMS に関連する法的義務 X（7.1.3.3.3） X（7.1.3.3.2） X（7.1.3.3.1） 

AI 及び AIMS 固有の用語，原則，実務，ツ

ール，方法並びに技術 
X（7.1.3.4.3） X（7.1.3.4.2） X（7.1.3.4.1） 

依頼者の事業分野 X（7.1.3.5.3） X（7.1.3.5.2） X（7.1.3.5.1） 

依頼者の製品，プロセス及び組織   X（7.1.3.6.2） X（7.1.3.6.1） 

7.1.3 特定の専門的な力量要求事項 

7.1.3.1 AIMS に関する一般要求事項 

7.1.3.1.1 審査 

認証機関は，少なくとも審査員が次の知識を適用する技能をもつことを確実にするために，審査チーム

メンバーの力量の検証に関する基準をもたなければならない。 

a) AI 

b) 審査対象となる活動についての専門的な側面 

c) マネジメントシステム及びビジネスマネジメントの実務，概念，並びに方針，目的及び結果間の相互

関係 

d) 監査の原則 

注記 監査の原則についての詳細は，JIS Q 19011[5]に示されている。 

e) AIMS の監視，測定，分析及び評価 

a)～e)の要求事項は，審査チームの全ての個々の審査員に適用する。ただし，b)は審査チームメンバーで

分担可能である。 
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審査チームメンバーは，全体として，上記要求事項に関する適切な技能をもっていなければならない。

また，それらの技能を，適用した経験によって実証可能でなければならない。 

審査チームメンバーは，全体として，依頼者の AIMS において影響を受ける人に深刻な悪影響を及ぼす

インシデントを示すものから適切な AIMS の要素まで遡り，かつ，特定することのできる力量をもってい

なければならない。 

個々の審査員が AI の全領域の経験を全てもつ必要があることを意味するものではなく，審査チーム全

体として，審査対象の AIMS 適用範囲を網羅するのに適切な力量をもっていなければならない。 

7.1.3.1.2 審査報告書のレビュー及び認証の決定 

認証機関において審査報告書のレビュー及び認証の決定の責任をもつ要員は，7.1.3.1.1 の要求事項に関

する知識をもたなければならない。これは，異議申立てを取り扱う要員のチームにも適用される。 

7.1.3.2 AIMS の規格・規準文書・認証スキーム 

7.1.3.2.1 審査 

審査チームの各審査員は，次の事項に関する知識をもたなければならない。 

a) 認証プロセスで使用される，JIS Q 42001 及び他の規準文書 

b) AIMS 固有の文書の構成，階層及び相互関係 

c) 認証プロセスで使用されるその他の規準文書 

d) 関連する認証スキーム及び適合性評価のための必要な評価基準 

審査チームメンバーは，全体として，JIS Q 42001:2025 の附属書 A に規定される全ての管理策及びその

実施に関する知識をもたなければならない。 

7.1.3.2.2 審査報告書のレビュー及び認証の決定 

審査報告書のレビュー及び認証の決定を行う要員は，7.1.3.2.1 の a)～d)に関する知識をもたなければな

らない。これは，異議申立てを取り扱う要員のチームにも適用される。 

7.1.3.2.3 審査チームに要求される力量を判定し，審査チームメンバーを選定し，審査工数を決定するた

めの申請のレビューの実施 

申請のレビューを実施し，審査チームを選定し，必要な審査の力量を判定し，審査工数を決定すること

に責任をもつ要員は，7.1.3.2.1 の a)～d)に関する知識をもたなければならない。 

7.1.3.3 AI 及び AIMS に関連する法的義務 

7.1.3.3.1 審査 

認証機関の審査チームは，AI に適用される法的義務に関する知識をもたなければならない。 

7.1.3.3.2 審査報告書のレビュー及び認証の決定 

審査報告書のレビュー及び認証の決定を行う要員は，7.1.3.3.1 に関する知識をもたなければならない。

これは，異議申立てを取り扱う要員のチームにも適用される。 
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7.1.3.3.3 審査チームに要求される力量を判定し，審査チームメンバーを選定し，審査工数を決定するた

めの申請のレビューの実施 

申請のレビューを実施し，審査チームを選定し，必要な審査の力量を判定し，審査工数を決定すること

に責任をもつ要員は，7.1.3.3.1 に関する知識をもっていなければならない。 

7.1.3.4 AI 及び AIMS 固有の用語，原則，実務，ツール，方法及び技術 

7.1.3.4.1 審査 

審査チームの各審査員は，次の事項に関する知識をもたなければならない。 

a) JIS X 22989 に基づく AI の一般的な概念及び用語，並びに ISO/IEC 5338[1]に基づく AI システムライ

フサイクルプロセス 

b) AIMS 固有の文書の構造，階層及び相互関係 

c) AIMS に適用可能なプロセス 

d) AI システムの提供，開発及び利用における役割及び責任を含む，AI マネジメント及びガバナンスの

構造 

審査チームメンバーは，全体として，次の知識をもたなければならない。 

e) アセスメント及び軽減の手順を含む，リスクマネジメントプロセス（特に，ISO/IEC 23894[6]の知識） 

f) AI マネジメントに関連するインパクトアセスメント，リスクアセスメント，データ品質，及びバイア

ス，該当する場合には情報及びデータセキュリティ（特に，JIS X 22989，JIS Q 42005[7]，ISO/IEC 
23894[6]，ISO/IEC 5259-3[8]，ISO/IEC TR 24027:2021[9]，JIS Q 27001[10]及び ISO/IEC 27701[11]の知

識） 

7.1.3.4.2 審査報告書のレビュー及び認証の決定 

審査報告書のレビュー及び認証の決定を行う要員は，7.1.3.4.1 の a)～f)に関する知識をもたなければな

らない。これは，異議申立てを取り扱う要員のチームにも適用される。 

7.1.3.4.3 審査チームに要求される力量を判定し，審査チームメンバーを選定し，審査工数を決定するた

めの申請のレビューの実施 

申請のレビューを実施し，審査チームを選定し，必要な審査の力量を判定し，審査工数を決定すること

に責任をもつ要員は，7.1.3.4.1 の a)～c)に関する知識をもたなければならない。 

7.1.3.5 依頼者の事業分野 

7.1.3.5.1 審査 

審査チームの各審査員は，次の事項に関する知識をもたなければならない。 

a) 依頼者の事業分野に関する一般的な用語，プロセス，技術及びリスク 

b) AI マネジメントに関連するツール，方法及び技法，並びにこれらの適用 

c) AI マネジメントのための，方針及び事業上の要求事項 

d) 関連する事業分野の実務 

審査チームメンバーは，全体として，次の知識をもたなければならない。 
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e) 特定の業界における行動規範，並びに信頼できる AI に関する優れた慣行及び手順（例えば，ISO/IEC 
TR 24028[12]に関連するもの） 

f) ソフトウェア開発プロセス 

7.1.3.5.2 審査報告書のレビュー及び認証の決定 

審査報告書のレビュー及び認証の決定を行う要員は，7.1.3.5.1 の a)～f)に関する知識をもたなければな

らない。これは，異議申立てを取り扱う要員のチームにも適用される。 

7.1.3.5.3 審査チームに要求される力量を判定し，審査チームメンバーを選定し，審査工数を決定するた

めの申請のレビューの実施 

申請のレビューを実施し，審査チームを選定し，必要な審査の力量を判定し，審査工数を決定すること

に責任をもつ要員は，7.1.3.5.1 の a)に関する知識をもたなければならない。 

7.1.3.6 依頼者の製品，プロセス及び組織 

7.1.3.6.1 審査 

審査チームメンバーは，全体として，次の知識をもたなければならない。 

a) 外部委託を含む，組織の種類，ガバナンス，構造，機能及び関係が，AIMS の開発及び実施並びに認証

活動に及ぼす影響 

b) データサイエンス及び AI の分野，並びに機械学習などの特定の AI プロセスを包含する技術（アルゴ

リズムを含む。），方法，プロセス及びツール 

7.1.3.6.2 審査報告書のレビュー及び認証の決定 

審査報告書のレビュー及び認証の決定を行う要員は，7.1.3.6.1 の a)及び b)に関する知識をもたなければ

ならない。これは，異議申立てを取り扱う要員のチームにも適用される。 

7.2 認証活動に関与する要員 

7.2.1 一般 

認証活動に関与する要員は，7.2.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 7.2 を適用する。 

7.2.2 知識及び経験の実証 

7.2.2.1 一般考慮事項 

認証機関は，各審査員が知識及び技能をもっていることを次の各事項によって実証しなければならない。 

a) AIMS 固有の認知された資格 

b) 該当する場合には，審査員としての登録 

c) 該当する場合には，AIMS 研修コースへの参加，及び該当する資格の取得 

d) 専門能力開発についての最新の記録 

e) 該当する場合には，適格で権限をもつ他の AIMS 審査員による AIMS 審査への立会い 

7.2.2.2 審査員の選定 
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7.1.2 及び 7.1.3 に加えて，審査員の選定プロセスは，各審査員が次の事項を満たすことを確実にしなけ

ればならない。 

a) 大学教育と同等なレベルの専門的教育又は訓練を修了している。 

b) 情報技術又はデータ保護の分野において 4 年以上の常勤による実務経験があり，かつ，AI システムに

関連する実務経験が 1 年以上ある。 

c) AIMS 審査及び審査のマネジメントを含む，少なくとも 24 時間の研修を成功裏に修了している。研修

後，その受講者は，JIS Q 19011[5]及びこの規格の知識を特定の認証事例に適用及び活用（transforming）
できることが望ましい。 

d) AIMS 審査員として活動する職責を担う前に，（JIS Q 9001[13]，JIS Q 27001[10]などの）マネジメント

システム審査によって証明された審査経験をもつ。この経験は，審査員又は訓練中の審査員としての，

最低 10 日間の審査又は最低 3 回のマネジメントシステム審査（第 1 段階及び第 2 段階）によって得

ていなければならず，また，この経験は過去 5 年以内に実施したものでなければならない。この経験

は，より経験豊富な審査員（JIS Q 17021-1:2015 の 9.2.2.1.4 を参照）の監督及び評価の下で，最低 1 回

の初回認証又は再認証審査及び最低 1 回のサーベイランス審査への参加を通して審査員として得たも

のでなければならない。その参加には，文書及びリスクアセスメントのレビュー，その実施の審査，

並びに審査報告の作成を含まなければならない。 

e) 専門能力の継続的開発及び審査を通して，AI システム及び審査に関連する知識を最新の状態に維持し

ている。 

a)～e)の基準は，審査報告書をレビューし，認証の決定を行う要員のチーム，及び異議申立てを取り扱う

要員のチームにも適用される。 

注記 1 認証の決定に責任をもつ人は，より一般的な知識をもつ場合があり，認証の決定と審査報告書

のレビューの機能とが異なる人によって行われる限り，審査報告書をレビューする人と同じ専

門的な力量［特にリスト項目 b)～e)の知識］をもつ必要はない。逆にいえば，これは，審査報

告書のレビューの責任者と認証の決定の責任者とが同一人物である場合，審査報告書の評価に

関する力量が適用されることを意味している。 

7.2.2.3 審査チームを指揮する審査員の選定 

7.2.2.1 及び 7.2.2.2 に加えて，審査チームを指揮する審査員の選定基準は，当該審査員が最低 3 回のマネ

ジメントシステム審査の全段階において，審査員として積極的に参加していることを確実にしなければな

らない。この参加には，初回の適用範囲の決定及び計画立案，文書レビュー，リスクアセスメント及びそ

の実施のレビュー，並びに正式な審査報告書の作成を含まなければならない。 

審査チームリーダーは，最低 3 回の JIS Q 42001 審査を実施したことのある経験豊富な AIMS 審査員に

よる監督の下での過去の審査経験を通じて，これらの要求事項を満たさなければならない。 

この規格の対応国際規格の発行年（2025 年）の翌年から最長 2 年間を特例期間として，最低 3 回の JIS 
Q 42001（AIMS）審査への参加を，最低 3 回の JIS Q 27001[10]（ISMS）審査への参加に置き換えてもよ

い。 

注記 2 この規格は，国際的に用いられているため，起点を国際規格に合わせて“対応国際規格の”及

び“（2025 年）”を加え，点線の下線を施した。 

7.3 個々の外部審査員及び外部技術専門家の起用 

個々の外部審査員及び外部技術専門家の起用は，JIS Q 17021-1:2015 の 7.3 を適用する。 



10 
Q 42006：0000 ISO/IEC 42006：2025 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

7.4 要員の記録 

要員の記録は，JIS Q 17021-1:2015 の 7.4 を適用する。 

7.5 外部委託 

JIS Q 17021-1:2015 の 7.5 に従った外部委託は，JIS Q 42001 に従った認証の範囲内では認められない。 

8 情報に関する要求事項 

8.1 情報の公開 

情報の公開は，JIS Q 17021-1:2015 の 8.1 を適用する。 

8.2 認証文書 

8.2.1 一般 

認証文書は，8.2.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 8.2 を適用する。 

8.2.2 AIMS 認証文書 

認証文書は，権限を与えられた者が署名しなければならない。また，JIS Q 17021-1:2015 の 8.2.2 に加え

て，次の事項を含まなければならない。 

a) その認証が基づく適用宣言書（SoA）の版 

b) AIMS 登録証が製品，プロセス及びサービスにおける表示（labelling）を認可するものではないという

情報 

認証文書のテンプレート内における全ての情報の包括的な例を附属書 C に示す。 

8.3 認証の引用及びマークの使用 

認証の引用及びマークの使用は，JIS Q 17021-1:2015 の 8.3 を適用する。 

8.4 機密保持 

8.4.1 一般 

機密保持は，8.4.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 8.4 を適用する。 

8.4.2 組織の文書へのアクセス 

認証機関は，認証審査の前に，機密情報又は機微な情報を含んでいるために，審査チームによるレビュ

ーに利用できない AIMS に関連する情報（例えば，管理策の設計及び有効性の情報についての AIMS の記

録，又はソースコード及び生データへのアクセス）がある場合は，報告するよう依頼者に求めなければな

らない。認証機関は，これらの情報がなくても AIMS が適切に審査できるかを決定しなければならない。

認証機関は，これらの特定された機密情報又は機微な情報のレビューなしでは AIMS の審査を適切に行え

ないという結論に達した場合には，適切なアクセスの手配を依頼者が行うまで，認証審査を開始できない

ことを依頼者に通知しなければならない。 



11 
Q 42006：0000 ISO/IEC 42006：2025 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

認証機関及び依頼者は，保護された情報又は機微な情報，知的財産，営業秘密，及び JIS Q 17021-1:2015
の 5.1.2 に従って認証の合意に使用される技術的手段及びインフラストラクチャーに対する保護対策

（safeguards）を相互に確立し，実施しなければならない。 

8.5 認証機関と依頼者との間の情報交換 

認証機関と依頼者との間の情報交換は，JIS Q 17021-1:2015 の 8.5 を適用する。 

9 プロセス要求事項 

9.1 認証活動に先立つ事項 

9.1.1 一般 

認証活動に先立つ事項は，9.1.2～9.1.6 及び JIS Q 17021-1:2015 の 9.1 を適用する。 

9.1.2 審査プログラム 

審査プログラムは，9.1.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 9.1.3 を適用する。 

審査プログラムは，適用可能な全てのマネジメントシステム要求事項を網羅し，依頼組織のステークホ

ルダーの役割を特定しなければならない。 

注記 1 依頼者は一つ以上の役割をもつ場合がある。例えば，依頼者は，AI プロデューサーかつ AI 顧
客，又は AI 提供者かつ AI 顧客である可能性がある。 

注記 2 ステークホルダーの役割に関する更なる手引は，JIS X 22989 に示されている。 

9.1.3 認証範囲 

認証機関は，依頼者の認証範囲の定義が，AI システムに関連する全ての重要なプロセス及びリスクを含

んでおり，SoA に反映されていることを確実にしなければならない。SoA は認証範囲を定義する。 

9.1.4 審査工数の決定 

9.1.4.1 一般 

審査工数の決定は，9.1.4.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 9.1.4 を適用する。 

9.1.4.2 審査工数 

認証機関は，初回認証審査，サーベイランス審査又は再認証審査に関連する全ての活動を行うのに十分

な時間を審査チームに与えなければならない。総審査工数の計算には，審査報告書作成及び審査チーム内

における内部協議のための十分な時間を含めなければならない。 

必要な場合は，通常の審査工数の計算とは別に，不適合の所見ごとに必要に応じて，是正処置を評価す

るために追加の工数を計画し，提供しなければならない。 

認証機関は，JIS Q 42001 の下で定義された適用範囲の審査工数の要求事項を決定するために，9.1.4 及

び附属書 A を用いなければならない。この規格の附属書 A に規定する審査工数は，審査チーム及び生じ得

る技術専門家の現地での活動に関連する。審査チーム内において審査工数を割り当てることは認められる

が，その計算に従って総審査工数を削減することは認められない。 
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注記 附属書 B は，審査工数の計算に関する更なる手引及び事例を示している。 

9.1.5 複数サイトサンプリング 

複数サイトサンプリングは，JIS Q 17021-1:2015 の 9.1.5 を適用する。 

9.1.6 複数のマネジメントシステム 

9.1.6.1 一般 

複数のマネジメントシステムは，9.1.6.2，9.1.6.3 及び JIS Q 17021-1:2015 の 9.1.6 を適用する。 

9.1.6.2 AIMS 文書と他のマネジメントシステム文書との統合 

認証機関は，（例えば，情報セキュリティ，プライバシー，リスクマネジメント及び品質に関する）組み

合わせた文書を許可してもよい。ただし，他のシステムとの適切なインタフェースを備え，その AIMS を

明確に識別できることが条件となる。 

9.1.6.3 マネジメントシステム複合審査 

審査が AIMS の認証のための要求事項を全て満たしていることを実証できる場合には，その AIMS 審査

は他のマネジメントシステムの審査と複合してもよい。AIMS にとって重要な要素全てが審査報告書に明

確に記載されており，容易に識別できるようになっていなければならない。審査を複合することによって，

審査の質に悪影響が及ばないようにしなければならない。 

9.2 審査の計画作成 

9.2.1 審査目的，審査範囲及び審査基準の決定 

9.2.1.1 一般 

審査目的，審査範囲及び審査基準の決定は，9.2.1.2～9.2.1.4 及び JIS Q 17021-1:2015 の 9.2.1 を適用する。 

9.2.1.2 審査目的 

審査目的には，次の事項を含めなければならない。 

a) AIMS の有効性を判定する。 

b) 依頼者がリスクアセスメントに基づいて必要な管理策を特定していることを確実にする。 

c) 確立した AIMS 目的を達成していることを判定する。 

9.2.1.3 審査範囲 

審査チームは，定義された認証範囲に含まれる依頼者の AIMS を，全ての適用可能な認証要求事項を基

準として審査しなければならない。認証機関は，依頼者が自らの AIMS の適用範囲の中で，全ての要求事

項を取り扱っていることを確認しなければならない。 

認証機関は，認証範囲に定義されたとおりに，依頼者の AIMS のリスクアセスメント及びリスク対応が

依頼者の活動を適切に反映しており，その活動の境界まで及んでいることを確実にしなければならない。

また，認証機関は，依頼者の AIMS の適用範囲及び SoA の中にこのことが反映されていることを確認しな

ければならない。認証機関は，認証範囲ごとに，少なくとも一つの SoA があることを検証しなければなら
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ない。 

認証機関は，依頼者が，AIMS の適用範囲に完全には含まれないサービス又は活動とのインタフェース

を，認証の対象となる AIMS の中で取り扱っていること，及び自らの AIMS のリスクアセスメントに含め

ていることを確実にしなければならない。このような状況の一例には，AI システムが稼働している施設を

他の組織と共有している，又は他の組織と相互接続されている状況が挙げられる（例えば，IT システム，

データベース，通信システム，業務機能の外部委託）。 

9.2.1.4 審査基準 

AIMS を審査するための基準は，JIS Q 42001 でなければならない。また，AIMS が実施される機能に関

連する認証のために，その他の文書を要求可能である。この状況において，AIMS が対象としている地域

及び規制の特殊性に関する全てのプロセスは，第 2 段階の審査証拠を適切，かつ，リスクに基づき選択で

きるようにするために，認証機関によって第 1 段階で適切性についてレビュー及び評価される。審査基準

は，JIS Q 42001:2025 の附属書 A に追加される管理策の比較を含むように拡張してもよい。 

9.2.2 審査チームの選定及び割当て 

審査チームの選定及び割当ては，JIS Q 17021-1:2015 の 9.2.2 を適用する。 

9.2.3 審査計画 

審査計画は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.2.3 を適用する。 

9.2.4 遠隔審査の整備（deployment） 

遠隔審査活動を実施しようとする認証機関は，依頼者の AIMS 審査に適用できる遠隔審査活動（“遠隔審

査”）のレベルを決定する手順を定義しなければならない。審査計画及び審査報告書には，遠隔審査の活動

が実施されたかどうかを明確に示さなければならない。 

この手順には，依頼者のための遠隔審査の利用に関連するリスクの分析を含めなければならず，次の要

因を考慮しなければならない。 

a) 認証機関及び依頼者が利用可能なインフラストラクチャー 

b) 依頼者が活動する分野（sector） 

c) 初回審査から再認証審査までの，認証サイクル中の審査の種類 

d) 認証機関及び依頼者において遠隔審査に関与する人の力量 

e) 依頼者のために過去に実証された遠隔審査の実績 

f) 認証の範囲 

分析は，遠隔審査を実施する前に実施しなければならない。その分析，及び認証サイクル中に遠隔審査

を使用する妥当な理由を文書化しなければならない。 

リスクアセスメントによって，審査プロセスの有効性に対する受容できないリスクが特定された場合に

は，遠隔審査を使用してはならない。 

リスクアセスメントは，継続的に適切であることを確実にするために，認証サイクルの間にレビューを

実施しなければならない。 

注記 依頼者が仮想サイト（すなわち，組織がオンライン環境を使用して業務を実施する場所又はサー
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ビスを提供する場所であり，関係者が物理的な場所に関係なくプロセスを実施できる場所）を使

用している場合，遠隔審査の手法は，審査計画の関連部分となる。 

9.3 初回認証 

9.3.1 一般 

初回認証は，9.3.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 9.3 を適用する。 

9.3.2 初回認証審査 

9.3.2.1 第 1 段階 

審査のこの段階で，認証機関は，JIS Q 42001 で要求されている文書を含む，依頼者の AIMS の設計に関

する文書を入手しなければならない。 

認証機関は，依頼者の組織，リスクアセスメント及びマネジメント（定義された対策を含む。），AI 方針

並びに情報セキュリティ方針及び目的に照らしてその AIMS の設計を十分に理解し，かつ，特に依頼者の

審査に対する準備状況について，十分に理解しなければならない。これによって，第 2 段階のための計画

が可能になる。 

第 1 段階の結果は，報告書として文書化しなければならない。認証機関は，第 2 段階への移行を決定す

る前に，第 1 段階の審査報告書をレビューしなければならない。認証機関は，第 2 段階の審査チームメン

バーが必要な力量を備えていることを確認しなければならない。第 1 段階を実施したチームを指揮する審

査員が力量を備えており，かつ，適切とみなされる場合には，これを実施してもよい。 

注記 独立したレビュー（すなわち，当該審査に携わっていない認証機関の人員によるレビュー）は，

第 2 段階に進むか否かを決める場合，及び第 2 段階の審査員を決める場合に関連するリスクを軽

減するための一つの対策となる。しかしながら，同じ目標を達成するために，既に他のリスク軽

減対策が実施されていることもある。 

認証機関は，第 2 段階では，詳細な調査のために別種の情報及び記録が追加して必要になる場合がある

ことを，依頼者に知らせておかなければならない。 

9.3.2.2 第 2 段階 

認証機関は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.3.1.3 の要求事項に従って，第 1 段階の審査報告書で文書化された

所見に基づき，第 2 段階を行うための審査計画を策定しなければならない。第 2 段階の目的は，AIMS の

有効な実施を評価することのほか，依頼者が自らの方針，目的及び手順に沿っていることを確認すること

である。 

9.4 審査の実施 

審査の実施は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.4 を適用する。 

9.5 認証の決定 

認証の決定は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.5 を適用する。 

9.6 認証の維持 
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9.6.1 一般 

一般は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.6.1 を適用する。 

9.6.2 サーベイランス活動 

9.6.2.1 一般 

サーベイランス活動は，9.6.2.2 及び JIS Q 17021-1:2015 の 9.6.2 を適用する。 

9.6.2.2 サーベイランス審査 

サーベイランス審査の手順は，この規格に規定する依頼者の組織の認証審査に関する手順と整合してい

なければならない。 

サーベイランスの目的は，組織が引き続き JIS Q 42001 に従って AIMS を運用していることを検証し，

依頼者の組織の変更の結果として生じた，そのシステムへの変更の影響を検討し，かつ，認証要求事項の

継続的な順守を確認することである。 

認証機関は，サーベイランスプログラムを，リスク及び依頼者への影響に関連する AI システムの課題

に対処するために調整しなければならず，かつ，このプログラムの正当性を示さなければならない。 

サーベイランス審査は，他のマネジメントシステムの審査と組み合わせてもよい。その場合，報告では，

それぞれのマネジメントシステムに関連する側面を明確に特定しなければならない。 

サーベイランス審査の一部として，認証機関は，認証機関に提出された異議申立て及び苦情の記録をレ

ビューしなければならない。不適合が特定された場合には，認証機関は，依頼者が自らの AIMS 及び手順

を調査して，適切な是正処置をとったことを検証しなければならない。 

サーベイランス報告書には，特に，以前に発見された不適合の解決に関する情報，SoA の版，及び前回

審査からの重要な変更に関する情報を含まなければならない。 

9.6.3 再認証 

再認証は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.6.3 を適用する。 

9.6.4 特別審査 

特別審査は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.6.4 を適用する。 

9.6.5 認証の一時停止，取消し又は範囲の縮小 

認証の一時停止，取消し又は範囲の縮小は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.6.5 を適用する。 

9.7 異議申立て 

異議申立ては，JIS Q 17021-1:2015 の 9.7 を適用する。 

9.8 苦情 

苦情は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.8 を適用する。 
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9.9 依頼者に関する記録 

依頼者に関する記録は JIS Q 17021-1:2015 の 9.9 を適用する。 

10 認証機関に関するマネジメントシステム要求事項 

10.1 マネジメントシステムに関する選択肢 

マネジメントシステムに関する選択肢は，JIS Q 17021-1:2015 の 10.1 を適用する。 

10.2 選択肢 A：マネジメントシステムに対する一般要求事項 

マネジメントシステムに対する一般要求事項は，JIS Q 17021-1:2015 の 10.2 を適用する。 

10.3 選択肢 B：JIS Q 9001 に従ったマネジメントシステムの要求事項 

JIS Q 9001 に従ったマネジメントシステムの要求事項は，JIS Q 17021-1:2015 の 10.3 を適用する。 
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附属書 A 
（規定） 
審査工数 

 

A.1 審査工数を決定するための基準 

この附属書は，JIS Q 17021-1:2015 の 9.1.4 に関連する更なる要求事項を含む。この附属書は，広範な活

動分野において異なる規模及び複雑さに基づき，AIMS を運用する組織及びその組織が決定した適用範囲

について，審査及び認証を行うために必要となる工数を決定する手順を作成する場合の最低限の要求事項

及び手引を，認証機関に対して提供する。 

これには，AIMS の状況，及び AI システムの安全衛生に関する個人，個人の集まり及び社会への実際の

インパクトを考慮する必要性も含む。このことによって，審査工数を追加することが必要となる。 

認証機関は，初回審査，サーベイランス審査又は再認証審査に関連する全ての活動を行うのに十分な時

間を審査員に与えなければならない。審査工数全体の計算には，審査報告書作成のための十分な時間を含

めなければならない。 

認証機関は，各依頼者及び認証された AIMS ごとに，初回認証，サーベイランス及び再認証に費やされ

る審査工数を特定しなければならない。審査計画の段階でこの附属書を用いることは，適切な審査工数を

決定する一貫した方法に導く。さらに，審査工数は，その審査の過程，特に第 1 段階で見いだされること

（例えば，AIMS の複雑さのアセスメントに影響する，異なる適用範囲及びシステムインパクト）に基づ

いて調整可能である。 

この附属書では，次の事項を示す。 

－ 審査工数の計算に使用する概念（A.2） 

－ 初回審査の異なる段階において審査工数を決定するための手順に関する要求事項（A.3，A.6） 

－ サーベイランス監視の審査工数に関する要求事項（A.4，A.6） 

－ 再認証審査に関する要求事項（A.5，A.6） 

－ 複数サイトの審査に関連する要求事項（A.7） 

－ 適用範囲の拡大のための審査工数に関する要求事項（A.8，A.6） 

この附属書の適用を説明する審査工数の計算例を，附属書 B に示す。 

この手法は，審査工数決定のための計算方法が次を満たすことが望ましい，ということを基本的な前提

としている。 

a) 根拠のある属性で判定可能なものだけを考慮する。 

b) 認証機関が適用し，有効で比較可能かつ再現可能な結果を得るのに十分簡潔である。 

c) 複雑さの異なる AIMS 間で区別を行うのに十分に精緻であり，その結果として審査工数の比較可能な

変化につながる。 

審査工数の決定は，次の表 A.1（初回審査のための審査工数の計算）に示す数字に基づき，かつ，修正に
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寄与する要因を考慮しなければならない。 

認証機関によって定義された審査工数を決定するための手法は，それが AIMS の複雑さ並びに個人，個

人の集まり及び社会への影響に対して十分であるかどうかを検証するために定期的にレビューしなければ

ならない。 

A.2 概念 

A.2.1 AI ライフサイクルに関与する人の数 

AI ライフサイクルに関与する組織の管理下の全ての勤務シフトの合計の人数が，審査工数を決定する出

発点となる。 

注記 AI ライフサイクルに関与する組織の管理下で働く人には，AIMS の要求事項に従って業務を行う

ことが要求される，組織自身の要員及び契約社員が含まれる。外部のサービス提供者は含まれな

い。 

組織の管理下で働くパートタイムの人は，常勤の人と比較して勤務時間数を決定することによって，組

織の管理下で働く人の総数に加算する。 

認証機関は，審査工数を決定するために，A.3 に示す要因を使用し，さらに，依頼者の AIMS の活動を

考慮しなければならない。 

依頼者ごとに適用可能である，首尾一貫した再現可能な手順を文書化しなければならない。 

A.2.2 様々な要因による審査工数の調整 

審査活動を行うのに十分な工数を決定するために，更なる要因を考慮しなければならない。これらの要

因は，適用可能な規制の枠組み，機微な領域における管理された AI システムの実施，又は AIMS に関連

する第三者契約などの（外部）要因によるが，これらに限定されるものではない。 

A.2.3 審査人日 

この表 A.1 でいう“審査工数”とは，審査に費やす“審査人日”によって示される。この附属書では，

1 日当たりの労働時間として 8 時間を基礎としている。 

審査チーム内において審査工数を割り当てることは認められるが，その計算に従って総審査工数を削減

することは認められない。 

A.2.4 審査実施のための遠隔方法 

遠隔審査の方法（例えば，対話形ウェブベースの共同作業，ウェブ会議，テレビ・電話会議及び／又は

その組織のプロセスの電子的な検証）を，組織とのやり取りに利用する場合には，審査計画（9.2.3 を参照）

の中でこうした活動を特定することが望ましい。この活動は，現地審査工数の合計に，ある割合で加算し

てもよい。 

注記 現地審査工数とは，個別のサイトに割り当てられる現地審査の工数をいう。離れたサイトへの電

子的審査は，それを組織の敷地内で物理的に行う場合でも，遠隔審査とみなされる。 

A.3 初回認証審査の審査工数を決定するための手順 

A.3.1 一般 
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審査工数の計算は，文書化された手順に従わなければならない。 

表 A.1－初回審査のための審査工数の計算 

AI ライフサイ

クルに関与す

る人の数

（ISO/IEC 
5338:2023[1]/J
IS X 
22989:2022 に

基づく。） 

AIMS の役割 
調整のた

めの更な

る要因 

合計審査

工数 

 
審査人日－

AI プロデュ

ーサーの

AIMS 

審査人日－AI
提供者の AIMS 
（AI プロデュ

ーサーの AIMS
審査工数の約

2/3） 

審査人日－AI 
利用者の

AIMS 
（AI プロデュ

ーサーの

AIMS 審査工

数の約 2/3） 

審査人日－複数の

役割をもつ依頼者

の AIMS 
（AI プロデューサ

ーの AIMS 審査工

数の約 1/3 を追

加） 

    

1～10 5.0 3.5 3.5 6.5 A.3.2 参照   

11～15 6.0 4.0 4.0 8.0 A.3.2 参照   

16～25 7.0 4.5 4.5 9.5 A.3.2 参照   

26～45 8.5 6.0 6.0 11.5 A.3.2 参照   

46～65 10.0 7.0 7.0 13.0 A.3.2 参照   

66～85 11.0 7.5 7.5 15.0 A.3.2 参照   

86～125 12.0 8.0 8.0 16.0 A.3.2 参照   

126～175 13.0 9.0 9.0 17.5 A.3.2 参照   

176～275 14.0 9.5 9.5 19.0 A.3.2 参照   

276～425 15.0 10.0 10.0 20.0 A.3.2 参照   

426～625 16.5 11.0 11.0 22.0 A.3.2 参照   

626～875 17.5 11.5 11.5 23.5 A.3.2 参照   

876～1 175 18.5 12.5 12.5 24.5 A.3.2 参照   

1 176～1 550 19.5 13.0 13.0 26.0 A.3.2 参照   

1 551～2 025 21.0 14.0 14.0 28.0 A.3.2 参照   

2 026～2 675 22.0 14.5 14.5 28.0 A.3.2 参照   

2 676～3 450 23.0 15.5 15.5 30.5 A.3.2 参照   

3 451～4 350 24.0 16.0 16.0 32.0 A.3.2 参照   

4 351～5 450 25.0 16.5 16.5 33.5 A.3.2 参照   

5 451～6 800 26.0 17.5 17.5 34.5 A.3.2 参照   

6 801～8 500 27.0 18.0 18.0 36.0 A.3.2 参照   

8 501～10 700 28.0 18.5 18.5 37.5 A.3.2 参照   

> 10 700 
上記の加算

率に従う。 
上記の加算率に

従う。 
上記の加算率

に従う。 
上記の加算率に従

う。 
A.3.2 参照   
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A.3.2 審査工数を調整するための要因 

割り当てられる工数は，依頼者の AIMS の複雑さに関連しており，したがってその組織の審査に必要な

工数に関連する次の要因も考慮したものでなければならない。 

a) AIMS の適用範囲内における規制の枠組の数 

b) AIMS の適用範囲内における AI システムの数 

c) 高リスク又は機微な目的（例えば，健康，セーフティクリティカル，個人の権利への影響）をもつ，

AIMS の適用範囲内における AI システムの数 

d) AIMS の適用範囲内における第三者契約の数 

e) AIMS の SoA の中で文書化されている管理策の数 

合計審査工数を決定するために，a)～e)に示す全ての適用可能な調整のための要因を，特定の AIMS に

適用しなければならない。 

附属書 B に，審査工数を計算する際に，これらの様々な要因をどのように考慮し得るかについての例を

示す。 

A.3.3 現地審査工数 

現地審査工数とは，個別のサイトに割り当てられる現地審査の工数をいう。 

計画立案及び報告書作成の合計時間の割合が増大することによって，現地審査工数（物理的又は遠隔）

が，通常は，A.3.1 及び A.3.2 に従って計算された工数の 70 %未満にならないことが望ましい。計画立案及

び／又は報告書作成に多くの時間が必要な場合でも，それは，現地審査工数を削減する理由にしてはなら

ない。審査員の移動時間は，この計算に含まれていないので，A.3.1 及び A.3.2 に従って計算された総審査

工数への追加となる。 

注記 1 70 %は，情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）審査の経験に基づいている。 

注記 2 “物理的又は遠隔”という用語は，“現地”審査（依頼者の物理的な場所又は電子的なサイトに

対して）が，物理的又は遠隔で実施できることを意味する（9.2.4 及び A.2.4 を参照）。“現地”

審査については，JIS Q 17021-1:2015 の 9.4.1 も参照。 

A.4 サーベイランス審査及び依頼者の監視の審査工数 

初回の認証審査サイクルでは，当該組織のためのサーベイランス工数は，サーベイランスのための年間

合計工数を初回認証審査工数の約 1/3 とすることで，初回認証審査の工数に比例させることが望ましい。

計画したサーベイランス工数は，審査工数に影響を与える変化を考慮するために随時にレビューすること

が望ましい。サーベイランス審査に費やす工数は，AIMS における変更の審査（新規の，又は変更された

AIMS 管理策，プロセス及びサービスの審査などがあるが，これらに限らない。）を行えるように追加しな

ければならない。 

通常のサーベイランスサイクルに加えて，AIMS が高リスクと分類される AI システムを管理する場合又

は機微な目的（例えば，健康，セーフティクリティカル，個人の権利への影響）に適用される場合，認証

機関は，依頼者自身の監視活動に対する追加のサーベイランスを調整するために，依頼者と合意しなけれ

ばならない。これには，追加審査，又は認証機関による臨時のサーベイランス対策の根拠となり得るパラ

メータの提供に関する合意を含めることが可能である。 

パラメータは，AIMS が監視する AI システムの認証関連基準の変更を示すように設定しなければならな
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い。被認証組織が対策を講じるこれらのパラメータによって変更が示された場合，認証機関は，依頼者の

AIMS に対する追加のサーベイランス対策が必要か否かを評価しなければならない。 

A.5 再認証審査の審査工数 

再認証審査を行うことに必要な総工数は，9.6.3 に規定されたそれまでの全ての審査の結果に基づかなけ

ればならない。再認証の審査工数は，再認証審査の時点で，同じ組織を初回認証審査するとしたら必要と

なる工数に比例しているが，少なくともその工数の 2/3 とすることが望ましい。 

A.6 審査工数の計算からの逸脱 

審査が有効であることを確実にし，信頼できる比較可能な結果を確実にするために，表 A.1 において計

算される合計審査工数（審査工数を調整するために適用可能な要因を含む。）は，最小限のものとみなすこ

とが望ましい。 

審査工数を調整するための要因（A.3.2 を参照）は，依頼者の AIMS による。これらの要因は，初回認証

審査の最終的な審査工数を決定するために，認証機関が個別の案件ごとに選定しなければならない。表 A.1
の審査人日は，審査工数を調整するための要因を考慮せずに単独で使用することは可能でない。逸脱につ

いての適切な理由を記載し，文書化しなければならない。 

A.7 複数サイトの審査工数 

JIS Q 17021-1:2015 の 9.1.5 を適用する。 

A.8 適用範囲拡大のための審査工数 

AIMS の適用範囲を拡大するために必要な審査工数は，次の要因に基づいて計算しなければならない。 

a) 拡大の種類 

b) 現在の認証の活動 

c) その活動が実施される場所の数 

d) AIMS 内で管理される，その活動に関連する AI システムのリスク 

e) その拡大に関連する管理策の数 

f) 拡大した適用範囲の AI ライフサイクルに関与する人の数 

g) 拡大した適用範囲の AIMS への統合をレビューするのに必要な時間 

認証機関は，適用範囲の拡大に一貫した手法を提供する手順をもっていなければならない。 

拡大した適用範囲の初回認証審査では，A.3.1 及び A.3.2 を用いて既に存在する適用範囲に追加される，

AI ライフサイクルに関与する人の数及び審査工数を調整するための要因に基づいて審査工数を計算しな

ければならない。 

審査工数は，AIMS を運用する被認証組織をレビューするために計算された工数（duration）に追加した

ものでなければならない。この追加の工数（time）は，少なくとも次を満たさなければならない。 

－ 適用範囲の拡大審査がサーベイランス審査又は再認証審査と同時に実施される場合には，0.5 審査人

日 

－ 適用範囲の拡大審査が，独立した審査として実施される場合には，1 審査人日 

注記 異なる分野に適用することで，審査工数の計算に違いが生じる可能性がある。 
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附属書 B 
（参考） 

審査工数の計算例 

 

B.1 一般 

この附属書は，附属書 A（規定）に規定する基準に基づいて審査工数を決定するための付加的な指針及

び例を示す。 

この附属書では，審査工数の決定方法に関する手引及び例として，二つの異なる取組を示す。 

B.2 初回審査のための審査工数，及び審査工数を調整するための要因に基づいて，審査工数を決定する

ための指針及び例 

B.2.1 選択肢 A 

B.2.1.1 審査工数を調整するための要因の分類 

表 B.1 に，表 A.1 に示す初回審査のために計算された審査工数に対する追加要因として，審査工数を調

整するための要因（A.3.2 を参照）の分類の例を示す。この分類は，認証機関が指針として使用することが

可能であり，かつ，9.1.4 に従って審査工数の計算方法を導き出すために使用することが可能である。 

表 B.1－審査工数を調整するための要因の分類 

審査工数を調整するための要因 

審査工数を調整するための要因の分類 

工数への影響 

通常 
（初回審査のための審査工数だけ） 

増加 
（初回審査のための審査工数に対し

て追加の工数が必要） 

AIMS の適用範囲内における規制

の枠組の数 
AIMS 内で管理される規制の枠組が一

つだけである。 
AIMS 内で管理される規制の枠組が

複数ある。 

AIMS の適用範囲内における AI
システムの数 

－ AIMSの適用範囲内におけるAIシ
ステムが非常に少ない又は一つだ

けである。 
－ AIMS の適用範囲内で管理される

AI システムが類似している。 

－ AIMS の適用範囲内における AI
システムの量が中程度又は多

い。 
－ AIMS の適用範囲内で管理され

る AI システムが異なっている。 

高リスク又は機微な目的（例え

ば，健康，セーフティクリティカ

ル，個人の権利への影響）をも

つ，AIMS の適用範囲内における

AI システムの数 

  例えば，次のような事項のために追

加の工数が必要である。 
－ 高リスク又は機微な目的のため

の追加文書類のアセスメントの

必要性 
－ 複雑なデータ及び／又は機微な

情報（例えば，個人識別可能情

報）を既に含むデータ 
－ 使用言語の追加 
－ 適用される状況において，管理

される AI システムが個人，個人
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審査工数を調整するための要因 

審査工数を調整するための要因の分類 

工数への影響 

通常 
（初回審査のための審査工数だけ） 

増加 
（初回審査のための審査工数に対し

て追加の工数が必要） 

の集まり及び社会に及ぼす影響

の程度 
－ 管理される AI システムが，その

適用される状況に及ぼす影響の

程度 

AIMS の適用範囲内における第三

者契約の数 

AIMS の適用範囲内における第三者契

約がないか，又はほとんどない。 
AIMS が AIMS の適用範囲内で中程

度又は大量の第三者契約を管理する

場合（例えば，五つ以上の第三者契

約について，審査工数を追加する必

要がある。） 

JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外

の，AIMS の SoA の中で文書化し

た管理策の数 

  － JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外

の，追加の管理策 
－ SoA に文書化された管理策によ

る，複雑性の高さ及び追加的な

文書化の程度 

サーベイランス又は再認証審査の場合 

JIS Q 17021-1:2015 の 8.5.3 に従っ

た AIMS に関連する変更の量及び

程度 

－ AIMS の適用範囲又は SoA の軽微

な変更（例えば，幾つかの方針，

文書） 
－ 上記要因の軽微な変更 

－ AIMS の適用範囲又は SoA の大

幅な変更（例えば，新規プロセ

ス，新規事業部門，分野，リスク

アセスメントマネジメント，方

法，方針，文書化，リスク対応） 
－ 調整要因の大幅な変更 

 

表 B.2－審査工数を調整するための要因に対する審査工数の決定 

審査工数を調整するための要因 増加要因（increased 
effort）に対する追加の

審査工数 

合計審査工数 
［初回審査の工数＋増加要因（increased effort）

に対する追加の審査工数］ 

審査人日 
（審査人日，d）   

AIMS の適用範囲内における規制

の枠組の数 
 
（追加の枠組ごと） 

1.0 
初回審査のための審査工数（表 A.1 を参照）に，

A.3.2 及び表 B.1 の審査工数を調整するための要

因に対して適用可能な審査工数を加えた工数 

AIMS の適用範囲内における AI
システムの数 
 
（初回審査の審査工数の対象とな

る AI システムが五つを超えた場

合，追加の AI システムごと） 

1.0～2.0 
初回審査のための審査工数（表 A.1 を参照）に，

A.3.2 及び表 B.1 の審査工数を調整するための要

因に対して適用可能な審査工数を加えた工数 

AIMS の適用範囲内における AI
システムの数 
  
（異なる種類・方法の追加の AI
システムごと） 

0.5～1.0 
初回審査のための審査工数（表 A.1 を参照）に，

A.3.2 及び表 B.1 の審査工数を調整するための要

因に対して適用可能な審査工数を加えた工数 
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審査工数を調整するための要因 増加要因（increased 
effort）に対する追加の

審査工数 

合計審査工数 
［初回審査の工数＋増加要因（increased effort）

に対する追加の審査工数］ 

審査人日 
（審査人日，d）   

高リスク又は機微な目的（例え

ば，健康，セーフティクリティカ

ル，個人の権利への影響）をも

つ，AIMS の適用範囲内における

AI システムの数 
  
（高リスク AI システムごと及び

／又は機微な目的をもつ追加の

AI システムごと） 

0.5～2.0 
初回審査のための審査工数（表 A.1 を参照）に，

A.3.2 及び表 B.1 の審査工数を調整するための要

因に対して適用可能な審査工数を加えた工数 

AIMS の適用範囲内における第三

者契約の数 
  
（初回審査のための審査工数の中

で対象となる契約が 5 件を超える

場合，追加の第三者契約ごと） 

0.1（最大 2.0） 
初回審査のための審査工数（表 A.1 を参照）に，

A.3.2 及び表 B.1 の審査工数を調整するための要

因に対して適用可能な審査工数を加えた工数 

JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外

の，AIMS の SoA の中で文書化し

た管理策の数 
  
（追加の管理策ごと） 

0.1（最大 2.0） 
初回審査のための審査工数（表 A.1 を参照）に，

A.3.2 及び表 B.1 の審査工数を調整するための要

因に対して適用可能な審査工数を加えた工数 

B.2.1.2 審査工数の計算例 

次の例では，認証機関が，審査工数を計算するために，表 B.1 に示す手引及び表 B.2 で追加される追加

の審査工数に関する手引を用いて，表 A.1 の初回審査のための審査工数及び A.3.2 の審査工数の調整に適

用可能な要因をどのように使用できるかを示す。この例における審査工数の計算は，次の方法で行う。 

ステップ 1 A.3.1 及び表 A.1 に従った初回審査のための正確な審査工数の決定。 

ステップ 2 A.3.2 に従った審査工数を調整するために適用可能な要因の決定。依頼者及びその SoA に

よって与えられた情報に基づいて適切な要因を特定し，表 B.1 の手引に従って表 B.2 に基

づき追加の審査工数を特定する。 

ステップ 3 ステップ 1 及びステップ 2 に基づいて，合計審査工数を計算する。 

必要な場合には，考慮する必要のある更なる要因を特定し，それらを文書化する。審査工数を調整する

ための要因について表 B.2 に示す審査人日が適用可能でないか，又はその審査人日に追加する必要がある

場合には，非適用又は追加に関する考慮事項を文書化する。 

例 1 

審査対象の組織は，JIS X 22989 に定義する AI プロデューサーであり，認証機関は，AI ライフサイクル

に関与する従業員は 125 人と判断した。組織には一つの AI システムがある。これは組織の SoA に文書化

されている。さらに，組織は AI システムを自動車関連の機微な環境（context）で使用している。AI プロ

デューサーのモデルを訓練するためのデータは，部分的に二つの異なるサービス提供者から得られている。

この組織は，厳しく規制されている二つの規制の枠組（例えば，日本及び EU）の中で操業している。その



26 
Q 42006：0000 ISO/IEC 42006：2025 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

ため，JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外の二つの管理策を，自動車関連の環境に関して実施している。 

ステップ 1 認証機関は，表 A.1 を用いて初回審査の審査工数を決定する。AI ライフサイクルに関与す

る従業員が 125 人で，役割が AI プロデューサーと定義されている組織の場合，基準とな

る審査工数は 12 日である。 

ステップ 2 この依頼者に対して，A.3.2 の審査工数を調整するための要因を次のとおり適用する。 

－ AIMS の適用範囲内における規制の枠組の数：二つの規制の枠組 

－ AIMS の適用範囲内における AI システムの数：一つの AI システム 

－ 高リスク又は機微な目的（例えば，健康，セーフティクリティカル，個人の権利への

影響）をもつ，AIMS の適用範囲内における AI システムの数：一つの機微な目的（自

動車） 

－ AIMS の適用範囲内における第三者契約の数：二つの第三者契約 

－ JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外の，AIMS の SoA の中で文書化した管理策の数：JIS Q 
42001:2025 の表 A.1 以外の二つの追加の管理策 

工数を調整するための要因をチェックし，表 B.1 を指針として用いることによって，表 A.1 で決定した

初回審査の審査工数に加えて，それらの要因を評価できるようにするための追加の審査工数が必要となる。 

審査工数を決定するために表 B.1 及び表 B.2 を考慮する。規制の枠組の数については，規制の枠組が一

つ追加されるごとに 1 審査人日の追加が必要である。AIMS 内で管理される AI システムは一つだけである

ため，初回審査のための審査工数に工数を追加する必要はない。AI システムは自動車という機微な環境の

中で運用されているが，AI システム自体が高リスク又は機微な機能でない限り，初回審査のための審査工

数には一つの機微な環境が含まれるため，追加の審査人日は必要ない。第三者契約は二つだけであり，こ

れらの契約をチェックするための追加の工数は必要ない。AIMS は，二つの追加の管理策を含んでいるこ

とから，追加の審査工数が必要である。表 B.2 に基づき，これによって 0.2 審査人日が追加されることに

なる。 

専門家による依頼者の申請及び情報の評価に基づいて，1+0.2=1.2 審査人日の追加になる。 

ステップ 3 表 A.1 で決定する初回審査のための審査工数である 12 審査人日に，審査工数を調整するた

めの要因による審査日数 1.2 審査人日を加えると，合計審査工数は 13.2 審査人日となる。 

例 2 

審査対象の組織は，JIS X 22989 に定義する AI 利用者である。10 500 人の従業員を擁する大企業で，オ

ーストラリア及びスペインの 2 か所に拠点があり，二つの公用語が使用されている。認証機関は，AI ライ

フサイクルに関与する従業員は 427 名と判断した。AIMS によって管理される AI システムは一つであり，

この AI システムを全従業員が使用して，一定の基準に基づいて労働時間及び効率性を追跡している。個

人の権利が影響を受けるため，この AI システムは機微な領域で使用されるが，JIS Q 42001:2025 の表 A.1
以外の追加の管理策はない。AI システムは，第三者契約に基づいて一つの提供者から調達している。 

ステップ 1 認証機関は，表 A.1 を用いて初回審査のための審査工数を決定する。AI ライフサイクルに

関与する従業員が 427 人いるが，AI 利用者だけである組織の場合，基準となる審査工数は

11 審査人日である。 

ステップ 2 この依頼者に対して，A.3.2 の審査工数を調整するための要因を次のとおり適用する。 



27 
Q 42006：0000 ISO/IEC 42006：2025 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

－ AIMS の適用範囲内における規制の枠組の数：二つの規制の枠組 

－ AIMS の適用範囲内における AI システムの数：一つの AI システム 

－ 高リスク又は機微な目的（例えば，健康，セーフティクリティカル，個人の権利への

影響）をもつ，AIMS の適用範囲内における AI システムの数：一つの機微な目的（個

人の権利） 

－ AIMS の適用範囲内における第三者契約の数：一つの第三者契約 

－ JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外の，AIMS の SoA の中で文書化した管理策の数：追加

の管理策なし 

工数を調整するための要因をチェックし，表 B.1 を指針として用いることによって，表 A.1 で決定した

初回審査の審査工数に加えて，それらの要因を評価できるようにするための追加の審査工数が必要となる。 

審査工数を決定するために表 B.1 及び表 B.2 を考慮する。二つ目の規制の枠組については，1 審査人日

の追加が必要である。機微な目的 1 件は，初回審査のための審査工数に含まれるため，かつ，AI システム

自体は高リスクのシステムでも機微な機能でもないため，追加の審査工数は必要ない。また，第三者契約

及び追加の管理策の数に関するその調整要因は，初回審査のための審査工数に既に含まれているため，適

用可能でない。 

専門家による依頼者の申請及び情報の評価に基づいて，これは 1 審査人日の追加になる。 

ステップ 3 表 A.1 で決定する初回審査のための審査工数 11 審査人日に，審査工数を調整するための要

因による 1 審査人日を加えると，合計審査工数は 12 審査人日となる。 

例 3 

審査対象の組織は，JIS X 22989 に定義する AI 開発者及び AI 利用者であり，厳しく規制された医療機

器の分野で業務を行っている。当該組織は，複数の役割を担っている。当該組織は，画像認識手法及び深

層ニューラルネットワークに基づく，高リスク又は機微に分類される AI システムを開発し，使用してい

る。AI ライフサイクルプロセスに関与する従業員は 5 人であり，三つの規制の枠組の中で業務を行ってい

る。この組織には，AIMS の適用範囲内に八つの外部委託サービス提供者があり，異なる規制の枠組の要

求事項を満たすために，JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外に五つの管理策を実施している。 

ステップ 1 認証機関は表 A.1 を用いて初回審査のための審査工数を決定する。従業員が 5 名で，複数

の役割をもつ組織の場合，基準となる審査工数は 6.5 審査人日である。 

ステップ 2 この依頼者に対して，A.3.2 の審査工数を調整するための要因を次のとおり適用する。 

－ AIMS の適用範囲内における規制の枠組の数：三つの規制の枠組 

－ AIMS の適用範囲内における AI システムの数：二つの異なるタイプをもつ，一つの AI
システム 

－ 高リスク又は機微な目的（例えば，健康，セーフティクリティカル，個人の権利への

影響）をもつ，AIMS の適用範囲内における AI システムの数：一つの高リスクの AI
システム及び一つの機微な目的 

－ AIMS の適用範囲内における第三者契約の数：八つの第三者契約 

－ JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外の，AIMS の SoA の中で文書化した管理策の数：JIS Q 
42001:2025 の表 A.1 以外の五つの追加の管理策 

工数を調整するための要因をチェックし，表 B.1 を指針として用いることによって，表 A.1 で決定した



28 
Q 42006：0000 ISO/IEC 42006：2025 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

初回審査の審査工数に加えて，それらの要因を評価できるようにするための追加の審査工数が必要となる。 

審査工数を決定するために表 B.1 及び表 B.2 を考慮する。二つの追加的な規制の枠組のために，2 審査

人日の追加が必要である。二つ目のタイプの追加の AI システムは特に複雑であり，その AIMS を評価す

るために 1 審査人日の追加が必要となる。機微な目的は一つだけであるため，この要因のための追加の審

査工数は必要ない。しかし，八つの第三者契約については，審査工数の追加が必要である。表 B.2 に基づ

き，0.3 審査人日の追加が必要であり，また，五つの追加の管理策のために，更に 0.5 審査人日の追加が必

要である。 

専門家による依頼者の申請及び情報の評価に基づいて，これは 2+1+0.3+0.5 = 3.8 審査人日の追加になる。 

ステップ 3 表 A.1 で決定する初回審査のための審査工数である 6.5 審査人日に，審査工数を調整する

ための要因による審査日数 3.8 審査人日を加えると，合計審査工数は 10.3 審査人日とな

る。 

B.2.2 選択肢 B 

B.2.2.1 審査工数を調整するための要因の分類 

表 B.3 に，A.3.2 の a)～e)に示す審査工数の計算のための主な要因の分類の例を示す。この分類は，認証

機関が 9.1.4 に従って審査工数の計算方法を導き出すために使用可能である。 

表 B.3－審査工数を調整するための要因に対する，審査工数の計算のための分類 

審査工数を調整す

るための要因

（A.3.2 参照） 

審査工数の計算のための分類 

削減 

（表 A.1 の初回審査の審査工

数から削減される工数） 

通常 

（表 A.1 の初回審査の審査

工数） 

増加 

（初回審査の審査工数に必

要な追加の工数） 

AIMS の適用範囲

内における規制の

枠組の数 

組織が規制の枠組の対象では

ない。 
AIMS 内で管理される規制の

枠組が一つだけである。 
AIMS 内で管理される規制

の枠組が複数ある。 

AIMS の適用範囲

内における AI シ
ステムの数 

AIMS の適用範囲内における

AI システムの数が少ない。 
AIMS の適用範囲内における

AI システムの数が中程度で

ある。 

AIMS の適用範囲内におけ

る AI システムの数が多

い。 

高リスク又は機微

な目的（例えば，

健康，セーフティ

クリティカル，個

人の権利への影

響）をもつ，

AIMS の適用範囲

内における AI シ
ステムの数 

  適用範囲内に，高リスク又

は機微な目的のために使用

されるシステムはない。 

適用範囲内に，高リスク又

は機微な目的のために使用

されるシステムが一つ以上

ある。 
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審査工数を調整す

るための要因

（A.3.2 参照） 

審査工数の計算のための分類 

削減 

（表 A.1 の初回審査の審査工

数から削減される工数） 

通常 

（表 A.1 の初回審査の審査

工数） 

増加 

（初回審査の審査工数に必

要な追加の工数） 

AIMS の適用範囲

内における第三者

契約の数 

－ 外部委託がなく，供給者へ

の依存度が低い。 
－ 外部委託の取決めが明確

に定義され，管理・監視さ

れている。 
－ 第三者が認証された AIMS

をもっている。 
－ 関連する第三者保証報告

書（ independent assurance 
reports）が入手可能であ

る。 

管理された外部委託の取決

めのある組織体（party）が

複数ある。 

－ 外部委託又は供給者へ

の依存度が高く，重要

な事業活動への影響が

大きい。 
－ 外部委託の量又は程度

が不明である。 
－ 管理されていない外部

委託の取決めが複数あ

る。 

JIS Q 42001:2025
の表 A.1 以外の，

AIMS の SoA の中

で文書化した管理

策の数 

JIS Q 42001:2025 の表 A.1 に

示す管理策よりも少ない（幾

つかの一般的な管理領域が含

まれていない。例えば，シス

テム開発の管理策がな

い。）。 

JIS Q 42001:2025 の表 A.1
の管理策 

JIS Q 42001:2025 の表 A.1
の管理策以外の，追加の管

理策 

B.2.2.2 審査工数の計算例 

次の要因を，審査工数を決定するために使用してもよい。 

次の例では，認証機関が，審査工数を計算するために A.3 に規定する要因をどのように使用できるかを

示す。この例における審査工数の計算は，次の方法で行う。 

ステップ 1 事業及び組織に関連する要因（AI システム以外）の決定：表 B.4 の各カテゴリーについて，

適切なレベルを特定して，その結果を合計する。 

ステップ 2 AI システムに関する要因の決定：表 B.5 の各カテゴリーについて，適切なレベルを特定し

て，その結果を合計する。 

ステップ 3 ステップ 1 及びステップ 2 の結果に基づき，表 B.6 の適切な項目を選択して，審査工数に

対する要因の影響を特定する。 

ステップ 4 最終計算：初回審査のための審査工数表（表 A.1）を適用することによって決定した日数

に，ステップ 3 から得た要因を乗じる。複数サイトサンプリングを利用する場合には，複

数サイトサンプリング計画の実施に必要な工数（effort）に基づいて計算した審査人日を追

加する。 

この結果が，最終的な審査工数である。 

表 B.4－事業及び組織に関連する要因（AI システム以外） 
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カテゴリー レベル 

事業の種類及び規制の枠組 1) 組織は，重要な事業分野に該当しない分野及び規制

されていない分野（nonregulated sectors）で業務を行

っている。 
2) 組織は，規制されている事業分野で業務を行ってい

る。 
3) 組織は，重要な分野又は厳しく規制されている事業

分野で業務を行っている。 

JIS Q 42001:2025 の表 A.1 以外の，実施されている管

理策の数 
1) より少ない管理策 
2) 全ての管理策 
3) 追加の管理策 

表 B.5－AI システムに関連する要因 

カテゴリー レベル 

システムの複雑さ 
（AIMS の適用範囲内の AI システムの数） 

1) 組織の規模に比べて，適用範囲内の AI システムの

数が少ない。 
2) 組織の規模に比べて，適用範囲内の AI システムの

数が中程度である。 
3) 組織の規模に比べて，適用範囲内の AI システムの

数が多い。 

使用中のシステムが，機微又は高リスクな目的に使用

されているかどうか。 
［高リスク又は機微な目的（例えば，健康，セーフテ

ィクリティカル，個人の権利への影響）をもつ，AIMS
の適用範囲内における AI システムの数］ 

1) なし。 
2) 組織は機微又は高リスクな目的でシステムを使用

していない。 
3) 組織は高リスクの目的で一つ以上のシステムを使

用している。 

外部委託及び供給者への依存度 
（第三者契約の数） 

1) 外部委託又は供給者への依存度が低いか又はない。 
2) 外部委託又は供給者への依存度がある程度あり，重

要な事業活動の一部（全てではない。）に関連して

いる。 
3) 外部委託又は供給者への依存度が高く，重要な事業

活動への影響が大きい。 

表 B.6－審査工数に対する要因の影響度 

    AI システム（表 B.5） 

    低 

（3～4） 
中 

（5～7） 
高 

（8～9） 

  
事業（表 B.4） 

高 

（5～6） 

+5 % 
～ 
+20 % 

+10 % 
～ 
+50 % 

+20 % 
～ 
+100 % 

中 

（3～4） 

−5 % 
～ 
−10 % 

0 % +10 % 
～ 
+50 % 

低 

（2） 

−10 % 
～ 
−30 % 

−5 % 
～ 
−10 % 

+5 % 
～ 
+20 % 

例 

認証機関は，審査対象となる組織の全拠点で AI ライフサイクルに関与している従業員は 125 名であり，

組織が AI プロデューサーであると判断した。したがって，表 A.1 によって，初回審査には 12 審査人日が

必要である。この組織は，規制されている事業分野において業務を行っており，JIS Q 42001:2025 の表 A.1
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以外の追加の管理策を実施している。表 B.4 によって，事業及び組織に関連する要因は 2+3=5 となる。 

この組織は，適用範囲内の AI システムは二つだけであり，組織の規模として少ないとみなされるが，一

つは機微な目的で使用されているとみなされており，これらは複数の管理された外部委託の取決めを利用

している。表 B.5 によって，AI システムに関連する要因は 1+3+2=6 となる。 

表 B.6 を使用すると，これは 10 %～50 %の間で審査工数に対する調整につながる。 
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附属書 C 
（参考） 

認証文書のテンプレート 

 

C.1 一般 

AIMS 認証文書は，C.2 のテンプレートの内容への適合を実証しなければならない。認証機関は，これら

の情報を自機関の様式に沿って表示可能である。 

C.2 この文書において登録証に記載するテキスト 
認証機関のロゴ及び住所 

登録証 

認証機関[_____________]は，JIS Q 17021-1 に従った[YYYY-MM-DD]の認証決定の結果として，以下を

証明する。 
  

[被認証組織]: <依頼者の正確な名称及び住所> 

[該当する場所] <支社又は子会社の住所> 

 

JIS Q 42001:2025 に基づくマネジメントシステム 
適用宣言書（SoA）第 XXX 版 

適用範囲 
[AIMS を運用する組織が認証を受けた適用範囲の記述，該当する場合，附属書 1] 

 
  

上記適用範囲において，JIS Q 42001:2025 の要求事項を順守してマネジメントシステムを運用しており

（また，AIMS を運用する本被認証組織は，[追加要求事項の記述]に規定する追加の要求事項を満たしてい

る），かつ，本登録証の有効期間において認証機関によって監視されている。 
  

本登録証は，製品又はサービスにおける表示（labelling）を認可するものではない。 
  

－任意－ここから 
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本登録証は，次の適合マーク［JIS Q 17030 [4]に規定する適合マークの正確な名称］を，認証期間におい

て適合性評価プログラムの条件下で使用する権利を被認証組織に付与する。 

 
  

ロゴ 適合性マーク 
  

    

－任意－ここまで 

適合性評価スキーム： [認証スキームの名称及び版／rev xxx] 

登録証 ID／番号： XXX 認証機関の登録番号 

最終現地審査日： <dd.mm.yyyy>／報告書番号／日付 

初回サーベイランス： 初回サーベイランス <dd.mm.yyyy>までに実施予定 

発行日： <dd.mm.yyyy> 有効期限 <dd.mm.yyyy> 最大 3 年間 

  

署名／認証機関の指定された意思決定者 
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